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保
育
所︵
園
︶新
規
利
用
希
望
者
申
込
受
付
を
行
い
ま
す

　

町
で
は
、来
年
4
月
か
ら
新
た
に
保
育

所︵
園
︶の
利
用
を
希
望
さ
れ
る
方
の
申
込

受
付
を
行
い
ま
す
。な
お
、現
在
利
用
し
て

い
る
児
童
に
つ
い
て
は
、保
育
所︵
園
︶を
通

じ
て
継
続
入
所
に
係
る
必
要
書
類
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
入
所
年
齢

保
育
所︵
園
︶ 

0
歳
～
5
歳　

︵
寄
居
の
こ
キ
ッ
ズ
保
育
園
、小
規
模
保

育
園
い
ず
み
は
0
歳
～
2
歳
︶

▼
保
育
料

各
世
帯
の
市
町
村
民
税
の
課
税
額
に
応

じ
て
定
め
ら
れ
、3
歳
～
5
歳
児
ク
ラ
ス

の
児
童
、市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
の

0
歳
～
2
歳
児
ク
ラ
ス
の
児
童
の
保
育

料
は
無
料
で
す
。ま
た
、多
子
世
帯
の
児

童
に
つ
い
て
は
、減
免
･
無
償
化
の
制
度

が
あ
り
ま
す
。

▼
給
食
費

町
立
保
育
所 

3
歳
～
5
歳
児
ク
ラ
ス

月
額
5
2
0
0
円

私
立
保
育
園 

3
歳
～
5
歳
児
ク
ラ
ス

各
保
育
園
で
設
定
し
た
金
額

※�

0
歳
～
2
歳
児
ク
ラ
ス
に
つ
い
て
は
、保

育
料
に
給
食
費
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

▼�

町
独
自
の
負
担
軽
減
措
置

第
3
子
以
後
の
給
食
費
の
う
ち
副
食
費

に
つ
い
て
、町
独
自
の
軽
減
措
置
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
利
用
に
つ
い
て
は
申
請

が
必
要
で
す
。詳
し
く
は
、子
育
て
支
援

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
町
内
保
育
所︵
園
︶一
覧
は
こ
ち
ら
か
ら　

▼�

申
込
方
法

子
育
て
支
援
課
で
配
布
し
て
い
る
申
込
用
紙

等
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、同
課
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。申
し
込
み
の
際
、就
労
証
明
書
等

の
提
出
も
必
要
で
す
。
不
備
が
あ
る
場
合
は

受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
の
で
、時
間
に
余
裕
を

持
っ
て
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

▼
そ
の
他

町
外
の
保
育
所︵
園
︶の
利
用
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、該
当
市
町
村
へ
申
込
期
限
お
よ
び
必
要

書
類
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。な
お
、申
込

受
付
は
寄
居
町
の
子
育
て
支
援
課
で
す
。

�

子
育
て
支
援
課
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︶

入所要件

受付期間

①仕事　②妊娠･出産 
③保護者の病気やけが、障害 
④同居している親族の介護 
⑤求職活動など
詳しくは、子育て支援課で配布する「寄居
町保育施設のご案内」、または町公式ホー
ムページをご確認ください。

11月4日㈫～14日㈮
※土･日曜日を除く
以下の理由でお子さんの
保育を必要とする場合。

　
町
で
は
、寄
居
町
合
併
70
周
年
を
記
念
し
て
、

「
ふ
る
さ
と
よ
り
い・こ
ど
も
合
同
発
表
会
」を
開

催
し
ま
す
。町
内
の
保
育
園︵
所
︶や
幼
稚
園
の

児
童
が
合
同
で
、交
流
と
学
び
の
機
会
と
し
て
歌

や
演
技
を
披
露
し
ま
す
。寄
居
町
の
未
来
を
築

く
子
ど
も
た
ち
の
元
気
な
姿
と
練
習
の
成
果
を

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼�

日
時
／
10
月
25
日
㈯
午
前
9
時
30
分
～
11
時

45
分（
開
場
9
時
〜）


▼�

場
所
／
寄
居
町
民
ホ
ー
ル

▼�

内
容
／
町
内
の
保
育
園︵
所
︶や
幼
稚
園
等
の

5
歳
児
ク
ラ
ス︵
年
長
ク
ラ
ス
︶の
児
童
が
歌

唱
･
演
技
の
披
露
を
し
ま
す
。

▼�

一
般
の
方
の
観
覧
に
つ
い
て
／
一
般
の
方
の

専
用
観
覧
席
を
用
意
し
ま
す
の
で
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

�

子
育
て
支
援
課
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町
で
は
、来
年
4
月
に
町
立
の
小
･
中
学

校
に
入
学
す
る
お
子
さ
ん
が
い
る
ご
家
庭

で
、経
済
的
な
支
援
を
必
要
と
す
る
保
護
者

に
対
し
、新
入
学
準
備
費
用
の
一
部
を
援
助

し
ま
す
。

▼�

対
象
／
①『
児
童
扶
養
手
当
法
』に
よ
る

「
児
童
扶
養
手
当
」を
受
給
さ
れ
て
い
る

世
帯︵
児
童
手
当
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
︶

②�

令
和
７
年
度
、ま
た
は
そ
の
前
年
度
に
お

い
て
町
民
税
が
非
課
税
の
世
帯

③�

保
護
者
の
職
業
が
不
安
定
等
の
理
由
で
、

生
活
保
護
に
準
ず
る
程
度
に
お
困
り
の

世
帯

※�

こ
の
ほ
か
に
も
援
助
を
受
け
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、詳
細
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼�

申
し
込
み
／
12
月
24
日
㈬
ま
で
に
、教
育

総
務
課
、ま
た
は
各
小
学
校
に
申
請
用
紙

等
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
用
紙

は
、各
提
出
先
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

▼�

そ
の
他
／
新
入
学
準
備
費
の
支
給
を
受

け
た
方
は
、令
和
8
年
度
就
学
援
助
費
の

う
ち「
新
入
学
児
童
生
徒
学
用
品
費
等
」

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

※�

令
和
8
年
度
就
学
援
助
を
希
望
す
る
場

合
は
、別
途
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
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教
育
総
務
課
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町公式
ホームページ

ふ
る
さ
と
よ
り
い･

こ
ど
も

合
同
発
表
会
を
開
催
し
ま
す
！

親
善
大
会

▼�

日
時
／
11
月
23
日︵
日
･
祝
︶午
前
8
時
30

分
開
会
式︵
受
付
8
時
～
︶

▼�

定
員
／
1
チ
ー
ム
3
人
編
成︵
男
女
混
合

可
︶と
し
、最
大
48
チ
ー
ム
ま
で︵
申
込
順
︶

▼�

競
技
方
法
／
各
チ
ー
ム
4
試
合
を
行
い
、

勝
数
や
合
計
得
点
に
よ
り
順
位
を
決
定
し

ま
す
。組
み
合
わ
せ
は
当
日
発
表
し
ま
す
。

▼�

申
し
込
み
／
10
月
31
日
㈮
ま
で
に
、生
涯

学
習
課
に
備
え
付
け
て
あ
る
参
加
申
込
書

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、同
課
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

▼�

そ
の
他
／
開
会
式
は
チ
ー
ム
全
員
で
参
加

し
て
く
だ
さ
い
。

体
験
教
室

▼�

日
時
／
10
月
19
日
㈰
午
前
9
時
30
分
～
11

時
30
分
、11
月
22
日
㈯
午
後
3
時
～
5
時

▼�

定
員
／
各
50
人︵
申
込
順
︶

▼�

申
し
込
み
／
各
開
催
日
の
3
日
前
ま
で
に

直
接
、ま
た
は
電
話
で
生
涯
学
習
課
へ
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

共
通

▼�

場
所
／
総
合
体
育
館・ア
タ
ゴ
記
念
館

▼�

対
象
／
町
内
に
在
住・在
勤・在
学
の
方

▼�

持
ち
物
／
体
育
館
シ
ュ
ー
ズ
、運
動
し
や

す
い
服
装
、タ
オ
ル
、水
分
補
給
が
で
き
る

も
の
等

▼�

費
用
／
無
料

�

生
涯
学
習
課
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カローリングとは
氷上のスポーツ「カーリング」からヒントを得て誕生
したインドアスポーツです。子どもから高齢者まで、
年齢・性別・体力に関係なく、どなたでも気軽に楽し
める競技です。

■日程
時間 内容

  9:30～ 開会式
  9:40～ ようど保育園
  9:55～ 町立寄居保育所
10:10～ こぶし保育園
10:25～ ゆずの木保育園
10:40～ いずみ保育園
10:55～ 町立男衾保育所
11:10～ 寄居若竹幼稚園
11:25～ 全員合唱(曲目:手のひらを太陽に)
11:30～ 閉会式

入
学
前
に
支
給
し
ま
す
！

「
新
入
学
準
備
費
」の
お
知
ら
せ

ご
利
用
く
だ
さ
い
！ 

寄
居
町
修
学
資
金
給
与
制
度

▼�

対
象
／
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方

①�

生
年
月
日
が
平
成
22
年
4
月
1
日
以
前

の
方

②�

令
和
5
年
4
月
1
日
以
降
新
た
に
高
等

学
校
、高
等
専
門
学
校
、中
等
教
育
学
校

の
後
期
課
程
ま
た
は
特
別
支
援
学
校
の

高
等
部
に
入
学
し
在
学
中
で
、在
学
期

間
が
３
年
以
内

③�

町
内
に
引
き
続
き
6
カ
月
以
上
住
ん
で

い
る

④�

正
規
の
修
業
年
限
の
勉
学
に
耐
え
ら
れ

る
性
行
の
善
良
な
者
で
、経
済
的
な
理

由
に
よ
り
学
資
の
支
出
が
困
難
な
世
帯

の
高
校
生
等

　
町
で
は
、町
内
在
住
で
、修
学
の
意
欲
を
有
し
な
が
ら
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
高
等
学
校
等
で

の
修
学
が
困
難
な
方
を
対
象
に
、修
学
に
要
す
る
資
金
の
一
部
を
給
与
し
ま
す
。

▼�

修
学
金
の
額
／
月
額
5
0
0
0
円

※
認
定
月
か
ら
の
支
給
と
な
り
ま
す

▼�

申
請
方
法
等
／
次
の
書
類
を
教
育
総
務
課
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

①
修
学
資
金
給
与
申
請
書

②
在
学
等
証
明
書︵
町
で
定
め
た
様
式
の
も
の
︶

③�

経
済
的
な
理
由
で
修
学
困
難
な
こ
と
が
証
明

で
き
る
公
的
文
書︵
例：生
活
保
護
受
給
証
明

書
、児
童
扶
養
手
当
証
書
等
︶の
写
し
等

認
定
に
つ
い
て

申
請
は
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
が
、認
定
月
は

受
付
日
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

�

教
育
総
務
課
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対象となる世帯の例

〇生活保護受給世帯 
〇�『生活保護法』による保護が停止また

は廃止となった世帯 
〇町民税が非課税の世帯 
〇�『児童扶養手当法』による児童扶養手

当を受給している世帯
〇家計が急変した世帯
※�このほかにも給与を受けられる場合があり

ます。詳細はお問い合わせください。

ご
参
加
く
だ
さ
い
！

カ
ロ
ー
リ
ン
グ
親
善
大
会
･
体
験
教
室

カローリング
について

　
町
で
は
、第
18
回
寄
居
町
カ
ロ
ー
リ
ン
グ
親
善
大
会
を
開
催
し
ま
す
。ま
た
、大
会
前
に
体
験
教

室
を
実
施
し
ま
す
。初
め
て
の
方
か
ら
ベ
テ
ラ
ン
の
方
ま
で
、ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

行政インフォメーション　INFORM
ATION

行政インフォメーション　INFORM
ATION


